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令和２年（２０２０年）９月２５日
教 育 委 員 会 資 料
教育委員会事務局子ども・教育政策課

中野区立学校通学区域に関する規則新旧対照表

改正案 現行

第１条～第５条 （略） 第１条～第５条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

別表（第２条、第３条関係） 別表（第２条、第３条関係）

１ 小学校 （略） １ 小学校 （略）

２ 中学校 ２ 中学校

学校名 通学区域

町名 街区符号等

第二中学校 （略） （略）

第五中学校 （略） （略）

第七中学校 （略） （略）

学校名 通学区域

町名 街区符号等

第二中学校 （略） （略）

第四中学校 野方一丁目３６番から４２番まで、４

９番から５８番まで

野方二丁目３４番から６９番まで

野方五丁目６番、７番（１号から５号

まで、１８号から２３号ま

で、野方団地）、８番、９

番

大和町一丁

目

全域

大和町二丁

目

全域

大和町三丁

目

全域

大和町四丁

目

全域

若宮一丁目１番から３番まで、４番

（１号から８号まで、２１

号から２３号まで）、７番

（１号から９号まで、１５

号、１６号）、８番（１号

から６号まで、１４号から

１９号まで）、１１番（１

号、２号、１５号）

若宮二丁目全域

白鷺一丁目１番から３番まで、５番

第五中学校 （略） （略）

第七中学校 （略） （略）
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北中野中学校

～

中野東中学校

（略） （略）

明和中学校 野方一丁目３６番から４２番まで、４

９番から５８番まで

野方二丁目３４番から６９番まで

野方五丁目６番、７番（１号から５号

まで、１８号から２３号ま

で、野方団地）、８番、９

番

大和町一丁

目

全域

大和町二丁

目

全域

大和町三丁

目

全域

大和町四丁

目

全域

若宮一丁目１番から３番まで、４番

（１号から８号まで、２１

号から２３号まで）、７番

（１号から９号まで、１５

号、１６号）、８番（１号

から６号まで、１４号から

１９号まで）、１１番（１

号、２号、１５号）

若宮二丁目全域

若宮三丁目全域

白鷺一丁目全域

白鷺二丁目全域

白鷺三丁目全域

鷺宮一丁目６番、１４番から２１番ま

で、２４番から３１番まで

第八中学校 若宮三丁目全域

白鷺一丁目４番、６番から３１番まで

白鷺二丁目全域

白鷺三丁目全域

鷺宮一丁目６番、１４番から２１番ま

で、２４番から３１番まで

鷺宮二丁目全域

鷺宮三丁目全域

鷺宮四丁目全域

北中野中学校

～

中野東中学校

（略） （略）
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附 則

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

鷺宮二丁目全域

鷺宮三丁目全域

鷺宮四丁目全域


